
 

第９回 奈良県道路インフラ維持管理連絡協議会 

日時：平成２９年７月１９日 

１０：００～１１：１５ 

場所：奈良県市町村会館 ８階大研修室 

 

議 事 次 第 

 

１．開  会 

 

 

２．議  題 

（１）「奈良県道路インフラ維持管理連絡協議会」規約の変更    資料１ 

（２）点検の進捗状況と今後の見通し                  資料２ 

（３）平成２８年度の点検結果         資料３ 

（４）平成２９年度の点検         資料４ 

（５）平成２９年度の設計・工事       資料５ 

（６）定期点検結果に基づく修繕方針の検討と長寿命化修繕計画への反映  資料６ 

（７）判定区分Ⅳの状況         資料７ 

 （８）インフラメンテナンス大賞                  資料８ 

（９）持続可能なメンテナンスの実現             資料９ 

（１０）予防保全による効果                      資料１０ 

 （１１）小規模附属物点検要領の制定について       資料１１ 

 （１２）橋、高架の道路等の技術基準の改定について    資料１２ 

（１３）熊本地震を受けた対応          資料１３ 

（１４）道路に関する主な技術基準の制定状況     資料１４ 

（１５）橋梁の耐震化        資料１５ 

（１６）技術力向上に関する取り組み        資料１６ 

 

   

 

３．閉  会 

 

 

 



● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

随
　
　
　
行
　
　
　
者
　
　
　
席

第9回奈良県道路インフラ維持管理連絡協議会　座席表

傍
聴

席

舞台

事
　

務
　

局
事

　
務

　
局

事
　

務
　

局
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
報

道
席

オ
ブ

ザ
ー

バ
ー

随
　
　
　
行
　
　
　
者
　
　
　
席

随　　行　　者　　席

奈良市

大和高田市

大和郡山市

天理市

橿原市

桜井市

五條市

御所市

生駒市

香芝市

葛城市

宇陀市

山添村

平群町

三郷町

斑
鳩
町

安
堵
町

川
西
町

三
宅
町

田
原
本
町

曽
爾
村

御
杖
村

高
取
町

明
日
香
村

上
牧
町

王
寺
町

広
陵
町河 合 町

吉 野 町

大 淀 町

下 市 町

黒 滝 村

天 川 村

野 迫 川 村

十 津 川 村

下 北 山 村

上 北 山 村

川 上 村

東 吉 野 村

道 路 公 社

N E X C O

スクリーン

会長副会長

●

●

● ●

●

●●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



「奈良県道路インフラ維持管理連絡協議会」規約 
 

（名称） 
第１条 本連絡協議会は、「奈良県道路インフラ維持管理連絡協議会」（以下、「本連絡

協議会」という。）と称する。 
 
（目的） 
第２条 本連絡協議会は、インフラの老朽化対策が社会的な課題となっていることに鑑み、

道路法第２８条の２の規定に基づき設置するもので、道路インフラの機能を適切に
維持し道路交通の安全・安心を確保するため、奈良県内の各道路管理者が、道路イ
ンフラの維持管理についての情報共有や課題解決への連携を深めることを目的とす
る。 

 
（対象施設） 
第３条 対象施設は、本連絡協議会を構成する団体が管理する奈良県内の道路とする。 
 
（業務） 
第４条 本連絡協議会は、その目的を達成するため、対象施設の点検、維持修繕計画の策

定、修繕工事の実施について情報共有、相互の支援、補完、協力に関する協議・調
整を行う。 

 
（構成） 
第５条 本連絡協議会は、別表－１に掲げる者をもって構成する。 
 
（会長、副会長） 
第６条 会長は、奈良県県土マネジメント部長がこれにあたる。 
  ２ 副会長は、国土交通省近畿地方整備局奈良国道事務所長がこれにあたる。 
  ３ 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。 
 
（協議会） 
第７条 協議会の開催は、必要に応じ会長が招集する。構成員は、本務のためやむを得な

い場合は代理人を出席させることができる。 
  ２ 協議会の議長は、会長が務める。 
  ３ 会長が必要と認めた場合は、会長が指名する者を参加させることができる。 
  ４ 協議会における議決は、出席者の多数決によることを原則とする。 
 
（書面評決） 
第８条 本連絡協議会において議決が必要な場合、会長の判断により、協議会を開催せず

書面評決により議決することができる。 
 
（幹事会） 
第９条 協議会に提案する必要な事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を

置く。 
２ 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 

(道路鉄道連絡会議) 
第１０条 鉄道を跨ぐ全ての道路橋等の適切な定期点検及び修繕工事（耐震補強工事を含

む）を計画的かつ効率的に進められるよう、協議会に道路鉄道連絡会議を置く。 
２ 道路鉄道連絡会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 
（事務局） 
第１１条 本連絡協議会の事務局は、奈良県県土マネジメント部道路管理課及び近畿地方

整備局奈良国道事務所管理第二課に置き、運営にあたって互いに協力するものとす
る。 

 
（雑則） 
第１２条 この会則に定めるもののほか、本連絡協議会の運営に必要な事項については、

その都度協議して定めるものとする。 

資料１ 

１ 



（付則） 
 この規約は、平成２６年４月 １日から適用する。 
 この規約は、平成２６年６月１８日から適用する。 
 この規約は、平成２８年２月 ３日から適用する。 
 この規約は、平成２９年２月 ９日から適用する。 
 この規約は、平成２９年 月  日から適用する。 
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別表－１
奈良県道路インフラ維持管理連絡協議会

構成員
団体名 構成員 備考

奈良県県土マネジメント部 県土マネジメント部長 会長
国土交通省近畿地方整備局
　　　　　　　　　奈良国道事務所

奈良国道事務所長 副会長

奈良市 建設部長
大和高田市 環境建設部長
大和郡山市 都市建設部長
天理市 建設部長
橿原市 まちづくり部長
桜井市 都市建設部長
五條市 都市整備部長
御所市 環境建設部長
生駒市 建設部長
香芝市 都市創造部長
葛城市 都市整備部長
宇陀市 建設部長
山添村  地域振興課長　農林建設課長
平群町 都市建設課長
三郷町 環境整備部長
斑鳩町 都市建設部長
安堵町 事業部門理事
川西町 産業建設部長
三宅町  土木環境部長　まちづくり推進部長
田原本町 産業建設部長
曽爾村 地域建設課長
御杖村 産業建設課長
高取町 事業課長
明日香村 地域づくり課長
上牧町 都市環境部長
王寺町 地域整備部長
広陵町 事業部長
河合町 まちづくり推進（総括）部長

吉野町
 暮らし環境整備課
まちづくり振興課長（室長）

大淀町 建設環境部長
下市町 建設課長
黒滝村 林業建設課長
天川村 産業建設課長
野迫川村 建設課長
十津川村 建設課長
下北山村 産業建設課長
上北山村 建設課長
川上村  地域振興課長　林業建設課長
東吉野村 地域振興課長
西日本高速道路株式会社 関西支社　阪奈高速道路事務所副所長
奈良県道路公社 常務理事

オブザーバー
国土交通省近畿地方整備局 道路部　道路保全企画官
国土交通省近畿地方整備局 道路部　道路構造保全官
国土交通省近畿地方整備局 道路部　 地域道路課長　道路構造保全官

事務局
奈良県県土マネジメント部 道路管理課

国土交通省近畿地方整備局
　　　　　　　　　奈良国道事務所

管理第二課
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（２）点検の進捗状況と今後の見通し
～橋梁点検の状況～

資料２

平成２９年度に２，４０５橋（２３％）の点検を実施することで、平成２９年度末において、７，５７９橋（７４％）の点検
が完了する予定。 残る２，７４０橋（２６％）については、平成３０年度に点検を実施予定。

＜橋梁定期点検の点検計画と実施状況＞ ＊平成２９年６月末時点

４

23%

H29末点検実施数(率)/計画数
78橋（81％）/96橋

H29末点検実施数(率)/計画数
8橋（100％）/8橋

H29末点検実施数(率)/計画数
7,579橋（74％）/10,319橋

H29末点検実施数(率)/計画数
5,219橋（71％）/7,398橋

H29末点検実施数(率)/計画数
1,877橋（80％）/2,351橋

H29末点検実施数(率)/計画数
397橋（85％）/466橋

計画

実施 H26 H27 H28 H29 H30

6% 19%

19% 18%

30%

3% 21%

3%

5%

23%

2,537(25%)

51 % 19%

100%

25% 15%

28%

21%

2,405橋（23%）

22%

26%

20%

29%

2,740橋（26%）



（２）点検の進捗状況と今後の見通し
～トンネル点検の状況～

資料２

＜トンネル点検の点検計画と実施状況＞ ＊平成２９年６月末時点
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50%

33%

38% 3%

1%9%

施設 なし

11%

8%

17ﾄﾝﾈﾙ(9%)

50%

67%

38% 51%

10% 41%

56ﾄﾝﾈﾙ (31%) 88ﾄﾝﾈﾙ(49%)

H29末点検実施数(率)/計画数
4ﾄﾝﾈﾙ(100％）/4ﾄﾝﾈﾙ

H29末点検実施数(率)/計画数
1ﾄﾝﾈﾙ（33％）/3ﾄﾝﾈﾙ

H29末点検実施数(率)/計画数
64ﾄﾝﾈﾙ（49％）/133ﾄﾝﾈﾙ

H29末点検実施数(率)/計画数
23ﾄﾝﾈﾙ（58％）/40ﾄﾝﾈﾙ

H29末点検実施数(率)/計画数
92ﾄﾝﾈﾙ（51％）/180ﾄﾝﾈﾙ

平成２９年度に５６ﾄﾝﾈﾙ（３１％）の点検を実施することで、平成２９年度末において、９２ﾄﾝﾈﾙ（５１％）の点検が
完了する予定。 残る８８ﾄﾝﾈﾙ（４９％）については、平成３０年度に点検を実施予定。

計画

実施 H26 H27 H28 H29 H30
５



＜その他の大型構造物定期点検の点検計画と実施状況＞

資料２

＊平成２９年６月末時点
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29%
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10%

0%

13%

67%

77%

0%

0%

0%

0%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

NEXCO

道路公社

H29末点検実施数(率)/計画数
95施設（74％）/128施設

点検完了 121施設

H29末点検実施数(率)/計画数
38施設（97％）/39施設5% 10%

21% 8%

83%

39% 2%

11%44%

H29末点検実施数(率)/計画数
43施設（80％）/54施設

H29末点検実施数(率)/計画数
2施設（67％）/3施設67%

17%

59%

24%

28%

69施設(20%)

H29末点検実施数(率)/計画数
299施設（87％）/345施設

23% 3%

33%

21% 26%

11% 20%

42施設 (12%) 46施設(13%)

平成２９年度に４２施設（１２％）の点検を実施することで、平成２９年度末において、２９９施設（８７％）の点検が
完了する予定。 残る４６施設（１３％）については、平成３０年度に点検を実施予定。

（２）点検の進捗状況と今後の見通し
～その他の大型構造物点検の状況～

計画

実施 H26 H27 H28 H29 H30
６



Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

ＮＥＸＣＯ 96 5 0 4 1 0

道路公社 8 0 0 0 0 0

国 466 105 61 37 7 0

県 2,351 512 53 436 23 0

市町村 7,398 1,915 578 1,135 198 4

692 1,612 229 4

27% 64% 9% 0.2%

管理者名 点検計画数 点検実施数
判定区分内訳

合計 10,319 2,537

７

（３）平成２８年度の点検結果
～橋梁定期点検の点検結果～

資料３

奈良県内の橋梁の点検結果は、判定区分Ⅲ （早期に措置を講ずべき状態）は２２９橋（９％）あり、判定区分Ⅳ
(緊急に措置を講ずべき状態)が４橋（０．２％）。

＜平成２８年度 橋梁定期点検結果＞

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態

判定区分

＊平成２９年６月末時点



Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

ＮＥＸＣＯ 0 0 0 0 0 0

道路公社 4 0 0 0 0 0

国 3 0 0 0 0 0

県 133 14 0 10 4 0

市町村 40 3 0 2 1 0

0 12 5 0

0% 71% 29% 0%

管理者名 点検計画数 点検実施数
判定区分内訳

合計 180 17

８

（３）平成２８年度の点検結果
～トンネル定期点検の点検結果～

資料３

奈良県内のトンネルの点検結果は、判定区分Ⅲ （早期に措置を講ずべき状態）は５トンネル（２９％）であり、
判定区分Ⅳ (緊急に措置を講ずべき状態)はない。

＜平成２８年度 トンネル定期点検結果＞

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態

判定区分

＊平成２９年６月末時点



Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

ＮＥＸＣＯ 39 23 21 2 0 0

道路公社 3 0 0 0 0 0

国 128 31 14 14 3 0

県 121 0 0 0 0 0

市町村 54 15 1 9 5 0

36 25 8 0

52% 36% 12% 0%

管理者名 点検計画数 点検実施数
判定区分内訳

合計 345 69

９

（３）平成２８年度の点検結果
～その他の大型構造物定期点検の点検結果～

資料３

奈良県内のその他の大型構造物の点検結果は、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は８施設（１２％）で
あり、判定区分Ⅳ (緊急に措置を講ずべき状態)はない。

＜平成２８年度 その他の大型構造物定期点検結果＞

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態

判定区分

＊平成２９年６月末時点



（４）平成２９年度の点検
～垂直補完と水平補完について～

資料４

「奈良モデル」の取り組みとして、県が中心となり、県が一括発注する「垂直補完」と近接する市町村が共同で
発注する「水平補完」を組み合わせることで、市町村の自立に向けた支援と、発注規模の適正化により、メンテ
ナンスサイクルの定着を目指す。

計画策定

Ａ市 Ｂ町 Ｃ村

県（道路管理課）

Ｄ市 Ｅ町 Ｆ村

Ｇ土木事務所※

※市町村を所管する土木事務所で一括発注

点検・設計・工事

垂直補完

点検

Ｇ市※ Ｈ町

※代表自治体が一括発注

水平補完

《実績》
【垂直補完】

《計画（橋梁）》
・平成２５年度までに、３２市町村を支援。

《点検》
・平成２８年度までに、３３市町村（１，５５６橋）を支援。

《措置》
・ 平成２８年度までに、５市町村（設計１４橋、工事５橋）を支援。

【水平補完】
《点検》
・平成２８年度までに、５市１町の３グループ（５９７橋）を実施。 １０



香芝市 30
葛城市 62
合計 92

天理市 88
桜井市 130
合計 218

王寺町 2

奈良市 3

１１

（４）平成２９年度の点検
～垂直補完と水平補完、単独の発注予定～

資料４

【垂直】

【水平】

【単独】

※山添村、三宅町、広陵町、東吉野村点検なし

＊跨線橋点検や職員点検等については、記載していない為、発注予定施設数とは一致しない。
＊H29.6月末時点

○橋梁

○トンネル

【単独】

○横断歩道橋 ○大型カルバート

【単独】 【単独】

中和土木 57
川西町 3

明日香村 29
高取町 23
合計 112

高田土木 75
上牧町 13
河合町 8
合計 96

宇陀土木 124
御杖村 41
合計 165

吉野土木(１) 134
下北山村 14
上北山村 7
川上村 38
合計 193

吉野土木(２) 89
吉野町 64
大淀町 18
下市町 22
合計 193

吉野土木(３) 58
黒滝村 27
天川村 19
合計 104

奈良土木 24

郡山土木 44

五條土木(１) 4

五條土木(２) 57

大和高田市 49

大和郡山市 130

橿原市 57

五條市 207

御所市 56

生駒市 59

宇陀市 181

平群町 10

三郷町 5

斑鳩町 17

安堵町 21

田原本町 40

曽爾村 50

高取町 24

野迫川村 23

十津川村 8

大淀町 1 吉野町 1大淀町 1

○シェッド

【単独】
十津川村 3

十津川村 4黒滝村 3吉野町 1宇陀土木 4

五條土木 21

吉野土木（１） 11

吉野土木（２） 14



市町村名 実施年度 内容

田原本町 H25 橋梁補修工事 1 橋

御所市 橋梁補修設計 2 橋

御杖村 橋梁補修工事 2 橋

御杖村 橋梁補修設計 3 橋

三宅町 橋梁補修設計 1 橋

御杖村 橋梁補修設計 4 橋

河合町 橋梁補修工事 1 橋

三宅町 橋梁補修工事 1 橋

御杖村 橋梁補修設計 4 橋

三宅町 H29 橋梁補修工事 1 橋

橋梁数

H26

H27

H28

（５）平成２９年度の設計・工事 資料５

１２

参考）これまでの垂直補完の実績

平成２８年３月３日
読売新聞

【設計】平成２９年度は、１８市町村において、単独で橋梁補修設計を実施予定。
【工事】平成２９年度は、２９市町村において、単独で橋梁補修工事を実施予定。

三宅町の１橋梁については、垂直補完により県が工事を実施。



『修繕方針』を長寿命化修繕計画に反映し、計画的かつ効率的に修繕工事を進める。

１３

（６）定期点検結果に基づく修繕方針の検討と長寿命化修繕計画への反映
～Ⅲ判定施設の対応について～

資料６

平成２６年度・平成２７年度・平成２８年度の定期点検結果より、県と市町村の全ての施設の
Ⅲ判定※の施設数は、６７９施設。

平成２９年度、３０年度の定期点検結果が加わると、さらにⅢ判定の施設が増加。

Ⅲ判定施設の『修繕方針』を検討することが必要。

※Ⅲ判定：構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅲ判定施設 橋梁 トンネル その他大型構造物等 小計 合計

奈良県 158 4 37 199

市町村 466 6 8 480
679



県管理橋梁２３５４橋のうち、１２０８橋（５２％）の定期点検完了（Ｈ２８年度末）
うち、Ⅲ判定橋梁は１５８橋（１３％）。

優先順位の決定

長寿命化修繕計画の更新

Ⅲ判定橋梁の計画的修繕を実施
⇒ 平成３０年度より、Ⅲ判定橋梁の設計に着手

１４

＜修繕方針＞
Ⅲ判定橋梁は、次回点検までに修繕することを基本とする。

（ただし、予算の制約上、すべての施設の修繕が困難な場合は、優先順位に基づき実施。）

（６）定期点検結果に基づく修繕方針の検討と長寿命化修繕計画への反映
～奈良県管理橋梁の例～

資料６

特化パッケージに位置づけ、
予算を重点配分

＜優先順位の考え方＞
○各橋梁ごとの損傷度
○路線の重要度

次
年
度
点
検
結
果



○各橋梁ごとの損傷度

判定区分
（Ⅰ～Ⅳ）

上部構造 主桁 Ⅲ
横桁 Ⅲ
床版 Ⅱ

Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ

（総合区分）
Ⅲ 　上部構造に著しい腐食。

（所見等）

部材名

下部構造
支承部
その他

判定区分
（Ⅰ～Ⅳ）

上部構造 主桁 Ⅰ
横桁 Ⅰ
床版 Ⅱ

Ⅱ
Ⅲ

（総合区分）

Ⅲ 　鋼材全体にさびが発生。

部材名

下部構造
支承部
その他

（所見等）

・同じⅢ判定橋梁であっても、
各橋梁によって、損傷度は異なる。

○路線の重要度

１５

指標 ①緊急輸送道路
②跨線橋または跨道橋
③代替路の無い道路
④交通量 など

各道路管理者が、具体的な指標により優先順位を検討し、計画的な修繕に取り組む必要がある。

損傷度が高いほど、優先順位が高い

③代替路の
無い道路

４１橋

②跨道橋
または跨線橋

９橋

①緊急輸送道路

８８橋

県管理のⅢ判定橋梁 １５８橋

その他
④交通量など

両方に該当
３２橋

両方に該当
６橋

（６）定期点検結果に基づく修繕方針の検討と長寿命化修繕計画への反映
～奈良県管理橋梁の例～

資料６



奈良市 3 ○ 0 16 ○ 6 ○ 0

大和高田市 0 0 0 0 0

大和郡山市 0 0 4 ○ 0 0

天理市 0 0 0 0 0

橿原市 0 3 ● 3 ● 2 ● 0

桜井市 4 ● 0 0 0 0

五條市 9 ● 0 0 0 0

御所市 0 0 0 0 0

生駒市 0 0 0 0 0

香芝市 0 1 ○ 2 ○ 0 0

葛城市 0 0 3 ● 0 0

宇陀市 4 ● 0 0 0 0

山添村 0 0 0 0 0

平群町 1 ○ 0 0 0 0

三郷町 0 0 0 0 0

斑鳩町 0 0 0 0 0

安堵町 0 0 0 0 0

川西町 0 0 0 0 0

三宅町 0 0 0 0 0

田原本町 0 0 0 0 0

曽爾村 0 0 0 0 0

御杖村 0 0 0 0 0

高取町 0 0 0 0 0

明日香村 0 0 0 0 0

上牧町 0 0 0 0 0

王寺町 0 0 3 ○ 0 0

広陵町 0 1 ● 2 ● 0 0

河合町 0 0 0 0 0

吉野町 2 ● 1 ● 0 0 0

大淀町 1 ● 1 ● 1 ● 0 0

下市町 1 ○ 0 1 ○ 0 0

黒滝村 3 ○ 0 0 0 0

天川村 1 ○ 0 0 0 0

野迫川村 0 0 0 0 0

十津川村 4 ○ 0 0 0 3 ○

下北山村 5 ● 0 0 0 0

上北山村 0 0 0 0 0

川上村 1 ● 0 0 0 0

東吉野村 1 ● 0 0 0 0

合計 - 40 8 2 3 0 1 7 4 0 1 0 0 35 4 1 2 0 2 8 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0

H32
策定
予定

未定

点
検
結
果
に
よ
り
、

既
存
の
長
寿
命
化
修
繕
計
画
を
速
や
か
に
更
新

H29
策定
予定

H30
策定
予定

H31
策定
予定

H30
策定
予定

H31
策定
予定

H32
策定
予定

未定
管理施
設数

H32
策定
予定

未定
管理施
設数

H29
策定
予定

シェッド

管理施
設数

H29
策定
予定

H30
策定
予定

H31
策定
予定

H32
策定
予定

未定

門型標識等

H31
策定
予定

H30
策定
予定

H31
策定
予定

H32
策定
予定

大型カルバート 横断歩道橋

管理施
設数

H29
策定
予定

未定
管理施
設数

H29
策定
予定

H30
策定
予定

管理者名 橋梁

道路トンネル

１６
●は垂直補完

○交付要綱より、修繕工事を実施するためには平成３２年度までに長寿命化修繕計画の策定が必須。
○計画が未策定である、トンネル、その他大型構造物等（大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等、シェッド）に
ついて定期点検結果を反映し、早急に長寿命化修繕計画を策定。

⇒希望する１１市町村について、平成２９年度に垂直補完により県が策定。

（６）定期点検結果に基づく修繕方針の検討と長寿命化修繕計画の反映
～トンネル、その他大型構造物等の長寿命化修繕計画について～

資料６



管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 措置内容 点検実施年度

五條市 下田橋 霊安寺8号線 1945 　下部工一部ひび割れ、鉄筋露出 現在、通行止め。修繕等検討中 Ｈ２７

広陵町 屋敷下橋 百済６１号線 不明
　上部工主桁の一部である石桁に　亀裂による破

断が生じている。

　床版上面に覆工板を設置し、破断した桁部に
直接荷重が作用しないよう応急対策を実施済。

H30修繕工事実施予定
Ｈ２７

三郷町 信竜橋 立野2号線 不明 石積式橋台の崩壊 現在、通行止め。修繕等検討中 H２８

平群町 櫟原１号橋 北椣原・西向１９６号線 不明 主桁と床板の分離 現在、通行止め。町道の廃道も含め方針を検討中 H２８

猿飼橋 村道平谷猿飼線 1945 　主塔の変形、支承部の亀裂 現在、通行止め。撤去予定 Ｈ２７

滝之穴橋 村道滝之穴線 1961 　橋面(木床版)の腐朽、吊索の破断 H28　修繕工事完了 Ｈ２７

池穴橋 村道池穴中原線 1931 　主索の一部断線 現在、通行止め。修繕等検討中 Ｈ２７

大野出合橋 村道高滝小川線 1960 　主索の一部断線 現在、通行止め。修繕等検討中 Ｈ２７

和平橋 村道和平線 1942 　主索の一部断線 H28　修繕工事完了 Ｈ２７

大桧曽橋 村道大桧曽線 1963 　主索の腐食、主索定着部の腐朽（構造的問題） 現在、通行止め。修繕等検討中 Ｈ２７

田戸橋 村道瀞線 1971 　主索の一部断線 現在、通行止め。修繕等検討中 Ｈ２７

旧川津大橋 村道川津線 1960 　橋面(木床版)の腐朽 現在、通行止め。撤去予定 Ｈ２７

中原橋 村道池穴中原線 1945 　橋面(木床版)の腐朽、吊索、耐風索の破断 現在、通行止め。撤去予定 Ｈ２７

湯之原橋 村道湯之原舟谷線 1934 橋面（木床板）の腐朽、耐風索の破断 現在、通行止め。撤去予定 H２７

中井傍示橋 村道沼田原・中井傍示線 1940 橋面（木床板）の腐朽 現在、通行止め。撤去予定 H２８

宇無川橋 村道宇無川線 1949
主索アンカーブロックの欠損、

橋面（木床板）の腐朽
現在、通行止め。撤去予定 H２８

十津川村

（７）判定区分Ⅳの状況
資料７

判定区分Ⅳの橋梁については、緊急措置（通行止め）や応急対策を実施。（H29.6末時点）

１７※予算状況等による今後変わりうる


